玉村町農業委員　募集案内

１　主な職務内容　　

・農地法に基づく権利移動の許認可及び農地転用の審査業務（毎月１回の総会）
・農地利用の最適化に関する活動及び調整業務
・地域における農業者等からの相談業務
・農地や耕作放棄地のパトロール及び解消に向けての指導等
・地産地消を促進するための活動

２　推薦を受ける者及び応募する者の資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者。

ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1)町が設置する他の附属機関等の委員である者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること
がなくなるまでの者
(4)玉村町暴力団排除条例（平成24年条例第17号）第2条に規定する暴力団員等
　
　※農地利用最適化推進委員との兼任は出来ません。

３　募集人数　　

１２名

４　任用期間　　

令和８年７月１５日から令和１１年７月１４日（３年間）

５　推薦及び応募に係る手続き等

所定の様式に必要事項を記入の上、郵送または持参により玉村町農業委員会事務局（玉村町役場２階経済産業課内）までご提出ください。なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。


(1)提出書類
・３名以上の個人の農業者等が推薦する場合　様式第１号
・法人又は団体等が推薦する場合　様式第２号
・応募する場合　様式第３号

(2)提出先
玉村町農業委員会事務局（玉村町役場２階経済産業課内）へ郵送または持参により提出してください。

(3)受付期間
令和８年３月２日（月）から令和１１年３月３１日（火）まで【期限内必着】
※持参の場合は平日の午前８時３０分から午後５時までに提出してください

６　選任方法

玉村町農業委員候補者評価委員会が、提出された書類を基に推薦を受ける者及び応募者の評価を行い、町へ報告します。（必要に応じ面接を行うことがあります）
町長は、評価を参考に農業委員候補者を決定し、町議会の同意を得た上で農業委員の任命を行います。

※任命にあたっては過半数を「認定農業者又は認定農業者に準ずる者」としなければならず、また、年齢や性別等に著しい偏りが生じないよう配慮することと定められています。

７　情報の公表

募集期間の中間及び終了時に玉村町ＨＰ上に以下の内容を公表します。
(1)推薦をする者の住所以外の全て
(2)推薦を受けた者又は応募した者の住所以外の全て
(3)推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数
(4)応募した者の数及びその内の認定農業者等の数

８　問合せ及び郵送先

〒370－1192
群馬県佐波郡玉村町大字下新田201番地
玉村町経済産業課　農業委員会事務局
直通電話：0270－64－7710
